
きゅう舎常駐警備仕様書 

 

 派遣警備員は、佐賀競馬場きゅう舎団地警備にあたっては同団地出入規制に関する規則 

及び佐賀県競馬組合警備要綱に基づき警備するとともに、きゅう舎団地の規律秩序の維持、

財産の保全、人命の安全保護を図り、もって競馬業務の円滑な運営に寄与するよう任務遂

行に努めなければならない。 

記 

１．警備の目的 

佐賀競馬場のきゅう舎団地内の秩序を維持するため出入を規制し、競馬に関する犯罪

及び不正の防止並びに警備対象物件の安全保守と生命・身体の保護、火災・盗難の防

止、不正入場者・不法行為の防止と排除等を目的とする。 

 

２．警備対象物件及び警備範囲 

（１）所在地   佐賀県鳥栖市江島町字西谷３２５６－２２８ 

（２）名 称   佐賀県競馬組合きゅう舎団地 

（３）警備範囲  別添図面に示す朱線の地域内 

 

３．警備人員及び警備体制 

（１）警備方式   常駐警備 

（２）常駐人員   ４名 

（３）勤務時間    

   通年（３６５日）･･･毎日午前８時３０分から翌日８時３０分までの 

２４時間を４名で警備する。 

   分までの 15.0 時間は１名増員し、５名とする。（増員１名は騎手会館警備） 

４．契約期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５．警備概要 

（１）見張、立哨警備、きゅう舎正門、きゅう舎西門（受付、見張り、出入者チェック） 

（２）動哨 

    巡回（刻時計鍵１２ヶ所）、不正入場者の発見・排除、不正行為の防止、盗難・火

災予防 

（３）施設、設備等の安全確保 

（４）隣接地帯から波及する危険性の探知予防 

（５）その他非常事態発生時における緊急連絡及び処置 

 



６．警備員の義務 

（１）勤務中における勝馬投票券の購入禁止 

（２）勤務中及び勤務に関して知り得た事項については、公私にかかわらず絶対にも

らさないこと。 

 

７．賠償事項 

警備業務遂行中に、明らかに警備会社の責めに帰すべき理由により蒙った損害につい

ては、下記により警備会社がその賠償の責めを負うものとする。 

 

賠償限度額 

     対人事故    １事  故  金１０億円 

             １名あたり  金 １億円 

     対物事故    １事  故  金１０億円 

     対人対物合せて １事  故  金２０億円 

 

８．派遣警備員の条件 

（１） 派遣警備員の年齢は満６９歳以下とする。 

（２） 隊長は実務経験５年以上で、警備員指導教育責任者の資格を有するもの。 

（３） 副隊長は実務経験３年以上で、常駐警備２級以上の資格を有するもの。 

 


